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研究成果の概要（和文）：行政法空間を画した①行政の組織と作用の法、②国内法という特徴が曖昧なものとなり、公
私協働とグローバルという①と②を超えた空間に「行政法」（avant la lettreとしての行政法）が生まれることを分
析した。そこでは、公私協働組織、グローバル組織等、多種多様な組織もアクターとして登場し、国内法令だけでなく
、組織内部の自主法、組織横断的な、または、グローバルな協定等、多種多様なルールがつくられ、契約手法を中心と
するこれも多種多様な規制が行われている。そして、ここには「行政法」と行政法との異種混成接合（heterogeneous 
articulation）という現象が生じていることに注目した。

研究成果の概要（英文）：The research team have been able to analyze the emergence of the new type of 
“Administrative Law” (administrative law in the form of avant la lettre) within the legal sphere 
created by the interactions between the public-private partnership schemes and the global legal 
phenomena. This legal sphere expands beyond the scope of the conventional administrative legal sphere, 
which has been characterized by two principal elements, namely (1) the law on administrative 
organizations and functions and (2) the nature of being a section of national law. These two elements are 
losing their distinctiveness in this new emerging legal sphere, where public-private partnership bodies, 
global and many diversified organizations emerge as actors; various normative rules have been created to 
subject these actors not only to national laws and regulations but also to some autonomous internal rules 
and treaties; the contractual relationship among these bodies and organizations has also been prevailed.

研究分野： 行政法
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１．研究開始当初の背景 

（1）研究代表者（分担者）が従事したウズ

ベキスタン行政手続法支援は、行政法整備支

援というグローバル空間においてドナー諸

国が共同して事実上の行政手続法標準を形

成し、レシピエントのウズベキスタンも、こ

れを参照して行政手続法案を作成するもの

であった。また、研究代表者が長であった名

古屋大学法政国際教育協力研究センター

（CALE）が加盟する世界銀行「法、裁判およ

び開発に関するグローバルフォーラム」は、

フランスの Council d’ Etat と公私協働の

手法を用いた行政法整備支援に関する共同

研究を始めていた。さらに、アメリカのニュ

ーヨーク大学は、グローバル行政法の、そし

て、ドイツのマックスプランク外国公法・国

際法研究所は、国際的諸制度による公権力行

使の研究プロジェクトを行っていた。 

（2）これらは、ヨーロッパではオットー・

マイヤー等の行政法の創始者たちが取り組

んだ近代行政法創造の「学問的営為」に匹敵

するものと言われている。本研究の背景には、

アジア、アメリカ、ヨーロッパの行政法研究

者によって、グローバル化と公私協働への行

政法の対応という共通の今日的問題意識を

もって開始されたこうした斬新な取組みに、

研究代表者と分担者も加わることで、日本の

行政法にも従来なかった新しい視角とそれ

に基づく研究に道を開くものであった。  

 

２．研究の目的 

（1）伝統的な行政法は、「行政の組織および

作用に関する国内公法である」と定義された。

この間、「公法である」ことの見直しは行わ

れたが、①行政の組織および作用に関する法

であること、②国内法であることは、行政法

空間を画する当然の前提であった。しかし、

私化によって公私の境が揺らぎ①が崩れる

なかで公私協働の空間が、そして、グローバ

ル化によって国の境が揺らぎ②が崩れるな

かでグローバルな空間が形成されている。 

（2）これら二つの空間は、事実上の権力が

支配するガバナンス空間であるが、これを法

的な権力の支配するガバナンス空間へと変

えていくことは、制御の法である行政法にと

って、今日的課題となっている。これは、こ

れまで行政法がなかった空間に、新しい「行

政法」（avant la lettre としての行政法）の

生成を徴候的にみいだす試みとしてみるこ

ともできる。そこでは、行政組織ではない「組

織」、行政法令ではない「法」、行政規制では

ない「規制」のなかに「行政法」の要素を抽

出・分析することを通して、行政法と「行政

法」とが接合し相互に対立・補完することで、

行政法が変化するプロセスをみるものであ

った 

 
３．研究の方法 
（1）四つの班に分かれて実施した。①アメ

リカ・世界銀行（世界銀行、アメリカン大学）、

②ヨーロッパ・世界銀行（マックスプランク

外国公法・国際法研究所、Conseil d’Etat）、

③中国（中国政法大学、全人代行政法室）、

④ウズベキスタン（タシケント法科大学、世

界経済外交大学、司法省）およびモンゴル（行

政裁判所、モンゴル国立大学）の各班は、現

地で調査およびワークショップを行い、二つ

のガバナンス空間に生成する行政法につい

て各地域の研究協力者と共同研究を進めた。 

（2）ガバナンス空間の「行政法」が、行政

法の原則、制度、手続を参照しているかを明

らかにした（トップダウン・アプローチ）。

また、行政法が、行政法改革（整備）と運用

のなかでガバナンス空間の「行政法」を参照

しているかを明らかにした（ボトムアップ・

アプローチ）。 

 

４．研究成果 

（1）日本行政法を研究する行政法研究者だ

けではなく、国際法研究者および欧米やアジ



ア諸国の行政法研究者・実務家が参画する点

で、幅広い学際的かつ国際的な共同研究とな

った。これは、従来の日本行政法のパラダイ

ムの枠内にあった研究に、新しい視野と問題

意識をもたらした。 

（2）例えば、公共的役務を行う私的組織が

事業展開する公私協働のガバナンス空間に

おいて、海外調査を通して、そこに登場する

「行政法」とそこにある行政法の徴候的要素

を抽出し、その特徴を明らかにした。これは、

従来、もっぱら国内の国家制定法を考察領域

としてきた行政法とは別に、併存する「行政

法」があること、そこでは行政法が参照され

ていること、そして、その「組織」、「法」、「規

制」に行政法の原則、制度、手続、概念が埋

め込まれ「行政法」が生成していくプロセス

があることを明らかにした（トップダウン・

アプローチ）。 

（3）また、アジア市場経済移行諸国におい

て行政法の法典化を促すために展開してい

る行政法整備支援（協力）というグローバル

なガバナンス空間においても、各国の既存の

行政法には、国境を越えてそれと併存する当

該行政法にとって未知の「行政法」が提示さ

れ、それを参照する法典化が試みられており、

そこには、事実上のグローバル標準である

「行政法」の原則、制度、手続、概念が埋め

込まれ、それらを装備した新しい行政法が生

成するプロセスがあることを明らかにした

（ボトムアップ・アプローチ）。 

（4）このトップダウン・アプローチとボト

ムアップ・アプローチという二つのアプロー

チからえられた知見として、どちらのアプロ

ーチからみるにせよ、公私の境と国の境が揺

らぎ、公私と国の枠を超えたガバナンス空間

における「法」の制御の仕組みを参照し、そ

れを踏まえた法つくることが、行政法にとっ

ては喫緊の課題となっているという、従来の

行政法にはなかった、行政法の新たな段階的

で現状分析的な認識が、そこにはある。そし

て、この課題に応えるためには、これまでの

国家および国家法に焦点を当てた行政法の

研究にとどまっていることは不十分であり、

行政法と並んで生成中の「行政法」にも視野

を広げ、これにも研究の焦点を当てること、

行政法と「行政法」という二つの法・「法」

という要素が異種混成的に接合している構

造を複眼的に分析すること、これらが、今日

の行政法研究にとって有用であることを明

らかにした。 

（5）なお、当初の計画にはなかったが、イ

ンドネシア、台湾およびベトナムについても

現地の研究者とワークショップを開催した

り、面談したりして、研究交流を行った。イ

ンドネシアでは、ガジャマダ大学法学部が行

った汚職撲滅に関する国際シンポジウムに

参加し、報告と意見交換を行った。汚職事案

の存在を前提にした捜査・処罰中心の汚職撲

滅（特別司法警察活動）だけでなく、汚職事

案の予防、周辺事案対策（行政警察活動と透

明性、説明責任、利害関係人との距離の確保

に関する行政制度）の確立が課題となってお

り、ボトムアップ・アプローチの有効性が確

認された。台湾では、陳新民大法官がもつ中

国とのネットワークに参加し、中国が新たに

開始した中央アジア地域への行政法整備支

援（シルクロード法支援）の調査を始めた。

中国がレシピエントからドナーへと変わる

段階へと進んでおり、グローバルガバナンス

空間の行政法を考える際、今後の重要な研究

対象となる。とくに、欧米・日本という従来

のドナー諸国がつくってきた「行政法」に中

国行政法の参入がどんな影響を及ぼすかは、

近い将来、興味深い論点となる（新たなトッ

プダウン・アプローチの課題）。また、ベト

ナムでは、行政訴訟法の全面改正、国家賠償

法制定、法規範性文書法制定等、一連の行政

法の法典化が進んでおり、一般行政法典の制

定も議論されており、これらの調査およびワ



ークショップを開催した。ここでもボトムア

ップ・アプローチの有効性を確認した。 
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